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(57)【要約】
【課題】管腔内の病変部位の超音波検査の効率の向上。
【解決手段】病変部候補検出部２５は、被検体の管腔を
有する生体器官を包含する３次元領域に関する透視投影
像に含まれる管腔内壁領域の形状に基づいて管腔内壁領
域に存在する病変部候補領域を検出する。走査条件決定
部２９は、検出された病変部候補領域を対象とした、３
次元領域よりも狭い走査領域を決定する。走査部４１は
、決定された走査領域を前記超音波プローブを介して超
音波で走査する。画像生成部２１または３次元画像処理
部２３は、超音波プローブ３からのエコー信号に基づい
て走査領域における超音波画像のデータを生成する。表
示部３１は、生成された超音波画像を表示する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の管腔を有する生体器官を包含する３次元領域に関する透視投影像に含まれる管
腔内壁領域の形状に基づいて前記管腔内壁領域に存在する病変部候補領域を検出する検出
部と、
　前記検出された病変部候補領域を対象とした、前記３次元領域よりも狭い走査領域を決
定する決定部と、
　超音波を送受信する超音波プローブと、
　前記決定された走査領域を前記超音波プローブを介して超音波で走査する走査部と、
　前記超音波プローブからのエコー信号に基づいて、前記走査領域における超音波画像の
データを生成する生成部と、
　前記生成された超音波画像を表示する表示部と、
　を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記検出部は、前記管腔内壁領域の表面の法線の傾きを所定間隔毎に算出し、前記算出
された傾きが閾値よりも大きい場合、前記算出された傾きに対応する前記管腔内壁領域の
一部分が前記病変部候補領域であると判断し、前記算出された傾きが閾値よりも小さい場
合、前記算出された傾きに対応する前記管腔内壁領域の一部分が前記病変部候補領域でな
いと判断する、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記決定部は、さらに、前記病変部候補領域の形状に基づいて超音波画像に係る走査条
件を決定し、
　前記走査部は、前記決定された走査条件に従って前記超音波走査を実行する、
　請求項１または２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記走査条件は、視野深度、フォーカス位置、及びフレームレートの少なくとも一つを
含む、請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記決定部は、さらに、前記病変部候補領域の形状に基づいて、超音波造影剤に含まれ
る気泡を破壊するための走査条件を決定する、請求項１から４の何れか一項に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
　前記走査部は、前記決定された走査条件に従って前記超音波造影剤の破壊のための超音
波送信を実行する、請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記決定された走査条件を表示する、請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記走査条件は、フラッシュ回数と音響パワーとの少なくとも一つを含む、請求項５記
載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記決定部は、前記検出部が前記病変部候補領域を複数検出した場合、前記複数の病変
部候補領域にそれぞれ対応する複数の走査領域を決定し、
　前記生成部は、前記複数の走査領域のうちの少なくとも一つの超音波画像のデータを生
成し、
　前記表示部は、前記生成された超音波画像を表示する、
　請求項１から８の何れか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記生成部は、前記複数の走査領域にそれぞれ対応する複数の超音波画像のデータを生
成し、
　前記表示部は、前記生成された複数の超音波画像を並べて表示する、
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　請求項９記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　ユーザからの指示に従って走査領域あるいは超音波画像を選択する選択部をさらに備え
、
　前記生成部は、前記複数の走査領域にそれぞれ対応する複数の超音波画像のデータを生
成し、
　前記表示部は、前記生成された複数の超音波画像のうち、前記選択部による選択に対応
する超音波画像を表示する、
　請求項９記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　削除部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記生成された複数の超音波画像のデータを記憶し、
　前記削除部は、前記生成された複数の超音波画像のデータのうちの、ユーザからの指示
に応じた超音波画像のデータを前記記憶部から削除する、
　請求項１１記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記表示部は、走査領域を模式的に示すボリュームインジゲータを表示し、前記走査領
域内の前記断面の位置を模式的に示すインジケータを前記ボリュームインジゲータに位置
整合して重ね合わせる、請求項１から１２の何れか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記決定部は、前記病変部候補領域の少なくとも一部を含む断面を走査領域として決定
する、請求項１から１３の何れか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　被検体の管腔を有する生体器官を包含する３次元領域に関する透視投影像に含まれる管
腔内壁領域の形状に基づいて前記管腔内壁領域に存在する病変部候補領域を検出する機能
と、
　前記検出された病変部候補領域を対象とした、前記３次元領域よりも狭い走査領域を決
定する機能と、
　前記決定された走査領域を超音波プローブを介して超音波で走査する機能と、
　前記超音波プローブからのエコー信号に基づいて前記走査領域における超音波画像のデ
ータを生成する機能と、
　前記生成された超音波画像を表示する機能と、
　を実現させる超音波診断プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び超音波診断プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置を利用した管腔内の病変部位の超音波検査が行われている。超音波診断
装置は、超音波プローブを介して３次元領域を走査し、３次元領域に関するボリュームデ
ータを生成し、ボリュームデータから病変部候補領域を検出する。超音波診断装置は、検
出された病変部候補領域の観察のために、この病変部候補領域に直交する３断面を算出し
、算出された３断面に関する３つの静止画像をボリュームデータに基づいて事後的に生成
している。従ってユーザは、病変部候補領域を即時的に動画で観察することができない。
これに伴い、管腔内の病変部位の超音波検査の効率が悪い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－１４４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　目的は、管腔内の病変部位の超音波検査の効率の向上を可能とする超音波診断装置及び
超音波診断プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、被検体の管腔を有する生体器官を包含する３次元
領域に関する透視投影像に含まれる管腔内壁領域の形状に基づいて前記管腔内壁領域に存
在する病変部候補領域を検出する検出部と、前記検出された病変部候補領域を対象とした
、前記３次元領域よりも狭い走査領域を決定する決定部と、超音波を送受信する超音波プ
ローブと、前記決定された走査領域を前記超音波プローブを介して超音波で走査する走査
部と、前記超音波プローブからのエコー信号に基づいて前記走査領域における超音波画像
のデータを生成する生成部と、前記生成された超音波画像を表示する表示部と、具備する
。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図。
【図２】図１のシステム制御部の制御のもとに行われる超音波検査の概略的な流れを模式
的に示す図。
【図３】図１のシステム制御部の制御のもとに行われる超音波検査の典型的な流れを示す
図。
【図４】図３のステップＳ４において病変部候補領域検出部により実行される病変部候補
領域の検出処理を説明するための図。
【図５】図３のステップＳ５において表示される断面画像と透視投影像との表示例を示す
図。
【図６】本実施形態の応用例２に係る超音波検査の流れの概略を示す図。
【図７】本実施形態の応用例２において表示部により表示される造影剤破壊条件の表示例
を示す図。
【図８】本実施形態の応用例４に係る表示部によるボリュームデータインジケータの表示
例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わる超音波診断装置及び超音波診断プログラ
ムを説明する。
【０００８】
　本実施形態に係る超音波診断装置及び超音波診断プログラムによる検査部位は、被検体
の管状組織であるとする。本実施形態に係る管状組織は、気管支、食道、胃、小腸、大腸
、血管等の管形状を有するあらゆる生体組織を含むものとする。本実施形態に係る超音波
診断装置及び超音波診断プログラムは、管状組織の病変部の検査に利用される。本実施形
態に係る病変部は、腫瘍等の突出した形状を有する病変であるとする。
【０００９】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１の構成を示す図である。図１に示すように
、超音波診断装置１は、超音波プローブ３とコンピュータ装置５とを有している。コンピ
ュータ装置５は、送信部１１、受信部１３、送受信制御部１５、Ｂモード処理部１７、ド
プラモード処理部１９、画像生成部２１、３次元画像処理部２３、病変部候補検出部２５
、選択部２７、走査条件決定部２９、表示部３１、操作部３３、記憶部３５、及びシステ
ム制御部３７を有している。
【００１０】
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　超音波プローブ３は、送信部１１からの駆動信号に応じて超音波を送波し、被検体によ
り反射された超音波を受波し、受波された超音波に応じた電気信号（エコー信号）を発生
する。このエコー信号の振幅は、超音波が反射された不連続面における音響インピーダン
スの差に依存する。超音波プローブ３は、電子走査型のプローブでも機械走査型のプロー
ブでもどちらでもよい。
【００１１】
　送信部１１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路、及びパルサ回路等を有している
。パルサ回路は、所定のレート周波数　ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波
を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、送信方向及び送信フォ
ーカス位置に応じた遅延時間をチャンネル毎に各レートパルスに印加する。トリガ発生回
路は、このレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ３に駆動信号を印加する
。駆動信号の印加により、遅延時間に応じた送信方向及び送信フォーカス位置に関する超
音波送信ビームが超音波プローブ３から送信される。
【００１２】
　受信部１３は、図示しないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、ビームフォーマ等を有している
。アンプ回路は、超音波プローブ３からのエコー信号をチャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ
変換器は、増幅されたエコー信号にＡ／Ｄ変換を施す。ビームフォーマは、デジタルのエ
コー信号に、超音波受信ビームのビーム方向を決定するのに必要な遅延時間を受信フォー
カス位置毎に印加し、遅延時間が与えられたエコー信号を加算する。この遅延加算により
、超音波受信ビームに対応する受信信号が生成される。
【００１３】
　送受信制御部１５は、超音波走査を実行するために送信部１１と受信部１３とを制御す
る。送受信制御部１５は、後述する走査条件決定部２９により決定された走査条件に従っ
て送信部１１と受信部１３とを制御する。本実施形態において送受信制御部１５は、第１
の超音波走査と第２の超音波走査とを選択的に実行する。第１の超音波走査は、病変部候
補領域の検出と病変部候補毎の走査条件の決定とのために行われる。第２の超音波走査は
、第１の超音波走査により検出された病変部候補領域を対象として、第１の超音波走査に
より決定された走査条件で行われる。第２の超音波走査の走査領域は、第１の超音波走査
の走査領域に比して狭くなるように設定される。ここで、第１の超音波走査の走査領域を
広域走査領域と呼び、第２の超音波走査の走査領域を局所走査領域と呼ぶことにする。広
域走査領域と局所走査領域とは、被検体内の同一の管状組織を含んでいる。
【００１４】
　送信部１１、受信部１３、及び送受信制御部１５は、走査部３９を構成する。走査部３
９は、広域走査領域または局所走査領域を対象として超音波プローブ３を介して超音波走
査を実行する。
【００１５】
　Ｂモード処理部１７は、受信部１３からの受信信号に対数増幅や包絡線検波処理などを
施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるＢモードデータを生成する。Ｂモード処理部
１７は、超音波走査の映像モードがＢモードの場合に作動される。Ｂモードデータは、画
像生成部２１に供給される。
【００１６】
　ドプラモード処理部１９は、受信部１３からの受信信号に周波数解析を施し、ドプラ効
果による血流成分や組織成分を抽出し、平均速度、分散、パワー等の血流情報をカラーで
表現するドプラデータを生成する。ドプラモード処理部１９は、超音波走査の映像モード
がドプラモードの場合に作動される。ドプラデータは、画像生成部２１に供給される。
【００１７】
　画像生成部２１は、Ｂモード処理部１７からのＢモードデータあるいはドプラモード処
理部１９からのドプラデータに基づいて、超音波画像のデータを生成する。例えば、画像
生成部２１は、３次元走査の場合、Ｂモードデータに基づいて３次元領域に関するボリュ
ームデータを生成する。２次元走査の場合、画像生成部２１は、Ｂモードデータに基づい
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て走査面に関するＢモード画像を生成する。生成された超音波画像のデータは、記憶部３
５に記憶される。
【００１８】
　３次元画像処理部２３は、ボリュームデータに３次元画像処理を施し、２次元画像デー
タを生成する。本実施形態に係る３次元画像処理としては、ボリュームレンダリング、多
断面変換処理（ＭＰＲ：multi planar reconstruction）、最大値投影処理（ＭＩＰ：max
imum intensity projection）等が適用可能である。ボリュームレンダリングの投影方法
としては、大きく分けて、平行投影法と透視投影法とがある。透視投影法により、Flythr
ough（仮想内視鏡）表示が可能となる。３次元画像処理部２３は、例えば、ボリュームデ
ータに透視投影法によるボリュームレンダリングを施して、視点位置が管腔内壁に関する
領域（以下、管腔内壁領域と呼ぶ）の内側の領域（以下、管腔領域と呼ぶ）に設定された
２次元画像（以下、透視投影像と呼ぶ）を生成する。また、３次元画像処理部２３は、ボ
リュームデータにＭＰＲ処理を施し、所望の断面に関する断面画像を生成する。
【００１９】
　病変部候補領域検出部２５は、透視投影像に含まれる管腔内壁領域の形状に基づいて、
透視投影像に存在する病変部候補領域を検出する。管腔内壁領域は、管状組織の管腔内壁
に由来する画素の集合である。病変部候補領域検出部２５は、一つの病変部候補領域を検
出する場合もあるし、複数の病変部候補領域を検出する場合もある。
【００２０】
　選択部２７は、ユーザによる操作部３３を介した指示に従って、検出された複数の病変
部候補領域の中から、詳細に検査する病変部候補領域を選択する。検出された全ての病変
部候補領域が選択されても良いし、全ての病変部候補領域よりも少ない病変部候補領域が
選択されてもよい。
【００２１】
　走査条件決定部２９は、指定された病変部候補領域について走査条件を決定する。本実
施形態に係る走査条件としては、例えば、超音波画像に係る走査条件が挙げられる。超音
波画像に係る走査条件を画像条件と呼ぶことにする。画像条件としては、走査領域、視野
深度、フォーカス位置、及びフレームレートが挙げられる。例えば、走査条件決定部２９
は、広域走査領域よりも狭く、且つ、病変部候補領域を対象とする走査領域（局所走査領
域）の範囲を決定する。単一の病変部候補領域が指定された場合、局所走査領域は、指定
された病変部候補領域の少なくとも一部を含む断面（走査面）に決定される。換言すれば
、走査面は、病変部候補領域に交差するように決定される。複数の病変部候補領域が指定
され、かつ、超音波プローブ３が機械走査型の場合、局所走査領域は、複数の病変部候補
領域にそれぞれ対応する複数の病変部候補を包含する３次元領域として決定される。複数
の病変部候補領域が指定され、かつ、超音波プローブ３が電子走査型の場合、局所走査領
域は、複数の病変部候補を包含する３次元領域として決定されてもよいし、複数の病変部
候補に対応する複数の走査面として決定されてもよい。
【００２２】
　表示部３１は、種々の情報を表示機器に表示する。例えば、表示部３１は、Ｂモード画
像、透視投影像、及び断面画像を所定のレイアウトで表示する。表示機器としては、例え
ばＣＲＴディスプレイや、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプ
レイ等が適用可能である。
【００２３】
　操作部３３は、ユーザからの各種指示をコンピュータ装置５に取り込むための入力機器
を搭載している。入力機器としては、トラックボール、各種スイッチ、ボタン、マウス、
キーボード等が適用可能である。
【００２４】
　記憶部３５は、ボリュームデータやＢモード画像、透視投影像、断面画像等の種々の超
音波画像のデータを記憶する。また、記憶部３５は、本実施形態に係る超音波検査のため
の超音波診断プログラムを記憶している。
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【００２５】
　システム制御部３７は、超音波診断装置１の中枢として機能する。システム制御部３７
は、記憶部３５から本実施形態に係る超音波検査のための超音波診断プログラムを読み出
し、このプログラムに従って各部を制御する。
【００２６】
　次に、システム制御部３７の制御のもとに行われる本実施形態に係る超音波検査につい
てする。
【００２７】
　図２は、システム制御部３７の制御のもとに行われる超音波検査の概略的な流れを模式
的に示す図である。図２に示すように、本実施形態に係る超音波検査は、広域走査領域を
対象とする第１の超音波走査と局所走査領域を対象とする第２の超音波走査とからなる。
第１の超音波走査の次に第２の超音波走査が実行される。
【００２８】
　第１の超音波走査においては、広域走査領域が超音波で走査され、広域走査領域に関す
るボリュームデータが生成され、生成されたボリュームデータがフライスルーモードで表
示される。フライスルーモードにおいては、ボリュームデータに基づく透視投影像ＩＦが
表示される。透視投影像ＩＦの視点は、管腔領域ＲＬに設定されている。フライスルーモ
ードにおいて、透視投影像ＲＬを利用して透視投影像に含まれる病変部候補領域ＲＣが自
動的に検出される。検出された病変部候補領域ＲＣの情報が次に行われる第２の超音波走
査のために利用される。具体的には、検出された病変部候補領域ＲＣの幾何学的情報に基
づいて病変部候補領域ＲＣに応じた画像条件が決定され、決定された画像条件が第２の超
音波走査に利用される。
【００２９】
　第２の超音波走査においては、病変部候補領域ＲＣに限定された局所走査領域が超音波
で走査され、局所走査領域に関するボリュームデータが生成され、生成されたボリューム
データが２Ｄリアルタイム表示モードで即時的に表示される。具体的には、２Ｄリアルタ
イム表示モードにおいては、ボリュームデータに基づいて病変部候補領域に交差する断面
に関するＢモード画像が即時的に生成され、生成されたＢモード画像が即時的に表示され
る。従って、ユーザは、病変部候補領域ＲＣが描出されたＢモード画像をリアルタイムで
観察することができる。
【００３０】
　次に、図３を参照しながら、本実施形態に係る超音波検査の詳細について説明する。図
３は、システム制御部３１の制御のもとに行われる、超音波検査の典型的な流れを示す図
である。図３に示すように、システム制御部３７は、走査部３９に第１の超音波走査を実
行させる（ステップＳ１）。ステップＳ１において走査部３９は、被検体の管状組織を包
含する広域走査領域を、超音波プローブ３を介して超音波で走査する。第１の超音波走査
は、典型的には、Ｂモードで行われる。ステップＳ１における走査は、少なくとも１回行
われれば良い。
【００３１】
　ステップＳ１が行われるとシステム制御部３７は、画像生成部２１に生成処理を行わせ
る（ステップＳ２）。ステップＳ２において画像生成部２１は、Ｂモード処理部１７から
のＢモードデータに基づいて広域走査領域に関するＢモードのボリュームデータを生成す
る。
【００３２】
　ステップＳ２が行われるとシステム制御部３７は、３次元画像処理部２３に生成処理を
行わせる（ステップＳ３）。ステップＳ３において３次元画像処理部２３は、ステップＳ
２において生成されたＢモードのボリュームデータに基づいて透視投影像を生成する。具
体的には、３次元画像処理部２３は、ボリュームデータに透視投影法によるボリュームレ
ンダリングを施し、所定の視点位置及び所定の視線方向に関する透視投影像を生成する。
視点位置は、ボリュームデータに含まれる管腔領域に設定される。視点位置の管腔領域に
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おける具体的な位置は、ユーザにより操作部３３を介して任意に設定されてもよいし、自
動的に設定されてもよい。視線方向は、ユーザにより操作部３３を介して任意に設定され
てもよいし、自動的に設定されてもよい。典型的には、視線方向は、視点位置から管腔領
域の奥行き方向に向くように設定される。
【００３３】
　ステップＳ３が行われるとシステム制御部３７は、病変部候補検出部２５に検出処理を
行わせる（ステップＳ４）。病変部候補検出部２５は、透視投影像に含まれる管腔内壁領
域の形状に基づいて、透視投影像に存在する病変部候補領域を検出する。
【００３４】
　図４は、ステップＳ４において病変部候補領域検出部２５により実行される病変部候補
領域ＲＣの検出処理を説明するための図である。図４に示すように、病変部候補領域検出
部２５は、管腔内壁領域ＲＩの表面の法線ＮＬの傾きを所定距離間隔毎に算出する。具体
的には、法線ＮＬは、透視投影像ＩＦに含まれる管腔内壁領域ＲＩに交差する断面におい
て算出される。管腔内壁領域ＲＩの位置は、病変部候補領域検出部２５により透視投影像
に含まれる管腔内壁領域ＲＩ部分に限定して算出される。断面は、例えば、管腔内壁領域
ＲＩの芯線に直交するように病変部候補領域検出部２５により設定される。病変部候補領
域検出部２５は、この条件を満たす複数の断面を設定し、設定された複数の断面の各々に
ついて法線の傾きを算出する。病変部候補領域検出部２５は、算出された傾きと予め設定
された閾値とを比較する。算出された傾きが閾値よりも大きい場合、病変部候補領域検出
部２５は、算出された傾きに対応する管腔内壁領域ＲＩの一部分を病変部候補領域ＲＣで
あると判定する。一方、算出された傾きが閾値よりも小さい場合、病変部候補領域検出部
２５は、算出された傾きに対応する管腔内壁領域ＲＩの一部分を病変部候補領域ＲＣでな
いと判定する。閾値は、ユーザにより経験的に決定された値に設定されるとよい。
【００３５】
　ステップＳ４が行われるとシステム制御部２７は、選択部２７に選択処理を行わせる（
ステップＳ５）。ステップＳ５において選択部２７は、詳細に検査する病変部候補領域が
ユーザにより操作部３３を介して選択されたか否かを判定する。具体的には、ステップＳ
４が行われると表示部３１は、ユーザによる確認のため、検出された病変部候補領域を含
む断面画像と透視投影像とを表示する。透視投影像は、ステップＳ３において生成された
透視投影像である。断面画像は、ステップＳ２において生成されたボリュームデータに基
づいて３次元画像処理部２３により生成される。ステップＳ４において表示される断面画
像と透視投影像とは、典型的には、静止画である。
【００３６】
　図５は、ステップＳ５において表示される断面画像と透視投影像との表示例を示す図で
ある。図５に示すように、表示部３１は、直交３断面に関する３つの断面画像ＩＡ，ＩＢ
，ＩＣと透視投影像ＩＦとを一画面内に表示する。直交３断面に関する３つの断面画像は
、具体的には、Ａ面に関するＡ面画像ＩＡ、Ｂ面に関するＢ面画像ＩＢ、Ｃ面に関するＣ
面画像ＩＣである。Ａ面とＢ面とＣ面とが互いに直交する。典型的には、Ａ面は、超音波
走査の超音波ビームの走査面に規定され、Ｂ面は、Ａ面に直交し、かつ、Ａ面を走査面中
心軸回りに９０°回転させた面に規定され、Ｃ面は、Ａ面及びＢ面に直交する面に規定さ
れる。Ａ面、Ｂ面、及びＣ面は、病変部候補の観察のため、病変部候補領域を交差するよ
うに設定されるとよい。観察の容易のため、断面画像ＩＡ，ＩＢ，ＩＣや透視投影像ＩＦ
に含まれる病変部候補領域は、表示部３１により強調されても良い。なお、Ａ面、Ｂ面、
及びＣ面の位置は、ユーザにより操作部３３を介して任意に変更可能である。この際、Ａ
面、Ｂ面、及びＣ面の直交関係が満足されなくてもよい。
【００３７】
　ユーザは、表示部３１に表示された断面画像や透視投影像を観察しながら、検出された
病変部候補領域をより詳細に検査するか否かを判断する。より詳細に検査すると判断した
場合、ユーザは、より詳細に検査する旨の指示を操作部３３を介して指定する。選択部２
７は、指定された病変部候補領域を詳細に検査する病変部候補領域として選択する。選択
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された病変部候補領域の位置情報は、走査条件決定部２９に供給される。ステップＳ３に
おいて複数の透視投影像が検出された場合、検出された複数の病変部候補領域のうちの詳
細に検査する病変部候補領域が選択されるとよい。選択される病変部候補領域は、一つで
も良いし複数でもよい。典型的には、ユーザは、詳細に検査する必要がある病変部候補領
域が描出されている断面画像を指定することにより、病変部候補領域を指定する。この場
合、病変部候補領域の位置情報は、病変部候補領域が描出されている断面画像の位置情報
に対応する。詳細に検査する病変部候補領域の位置情報は、走査条件決定部２９に供給さ
れる。なお、ユーザは、より詳細に検査しないと判断した場合、その旨の指示を操作部３
３を介して入力する。この場合、システム制御部３７は、超音波検査を終了する。
【００３８】
　詳細に検査する病変部候補領域が選択された場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、システム
制御部３７は、走査条件決定部２９に決定処理を行わせる（ステップＳ６）。ステップＳ
６において走査条件決定部２９は、ステップＳ５において指定された病変部候補領域につ
いて、第２の超音波走査の超音波送受信に関する画像条件を決定する。具体的には、走査
条件決定部２９は、指定された病変部候補領域の位置情報に基づいて、選択された病変部
候補領域を含む局所走査領域の位置及びサイズを決定する。上述のように、局所走査領域
は、広域走査領域よりも狭い小さい体積を有するように決定され、病変部候補領域に限定
される。上述のように、局所走査領域は、超音波プローブ３が機械走査型の場合、３次元
領域であり、電子走査型の場合、３次元領域であっても走査面であってもどちらでもよい
。以下、説明を具体的に行うため、超音波プローブ３が機械走査型であり、局所走査領域
が３次元領域であるとする。
【００３９】
　また、走査条件決定部２９は、ステップＳ６において、病変部候補領域の幾何学的情報
に基づいて、第２の超音波走査に関する視野深度、フォーカス位置、及びフレームレート
の少なくとも一つを決定してもよい。幾何学的情報は、例えば、位置、サイズ、及び形状
の情報を意味する。例えば、視野深度は、病変部候補領域の位置及びサイズに基づいて、
病変部候補領域が局所走査領域に含まれるように決定される。フォーカス位置は、病変部
候補領域の位置に基づいて、病変部候補領域にフォーカスが位置するように決定される。
フレームレートは、病変部候補領域の危険度に応じて決定される。本実施形態においては
、病変部候補領域の幾何学的情報に応じて危険度を推定する。例えば、病変部候補領域の
サイズが大きいほど危険度が大きいと推定する。病変部候補領域の管腔内壁領域上の解剖
学的位置に応じて医学的に危険度が推定される。フレームレートは、危険度が大きいほど
大きくなるように決定される。視野深度、フォーカス位置、及びフレームレートの値と幾
何学的情報の値とは予めテーブルに関連付けられていると良い。走査条件決定部２９は、
このテーブルを利用して幾何学的情報から視野深度、フォーカス位置、及びフレームレー
トを決定する。視野深度、フォーカス位置、及びフレームレートは、病変部候補領域毎に
決定されても良いし、局所走査領域毎に決定されても良い。
【００４０】
　ステップＳ６が行われるとシステム制御部３７は、走査部３９に第２の超音波走査を実
行させる（ステップＳ７）。ステップＳ７において走査部３９は、ステップＳ６において
決定された画像条件で、ステップＳ６において決定された位置及びサイズの局所走査領域
を、超音波プローブ３を介して超音波で繰り返し走査する。このように、第２の超音波走
査では、指定された病変部候補に限定した超音波走査が行われる。
【００４１】
　ステップＳ７が行われるとシステム制御部３７は、画像生成部２１に生成処理を行わせ
る（ステップＳ８）。ステップＳ８において画像生成部２１は、Ｂモード処理部１７から
のＢモードデータに基づいて局所走査領域に関するＢモードのボリュームデータを即時的
に生成する。上述のように局所走査領域は、広域走査領域に比して狭い。従って、局所走
査領域に関するＢモードのボリュームデータは、広域走査領域に関するＢモードのボリュ
ームデータに比してリアルタイム性（即時性）が良い。
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【００４２】
　ステップＳ８が行われるとシステム制御部３７は、３次元画像処理部２３に生成処理を
行わせる（ステップＳ９）。ステップＳ９において３次元画像処理部２３は、ステップＳ
８において生成されたボリュームデータに基づいて、ステップＳ５において選択された病
変部候補領域に交差する断面に関する断面画像を即時的に生成する。断面は、ステップＳ
５において選択された病変部候補領域のうちの何れか一つに交差するように３次元画像処
理部２３により設定される。断面に含まれる病変部候補領域は、ステップＳ５において指
定された病変部候補領域の中から自動的に選択されても良いし、ユーザにより操作部３３
を介して選択されてもよい。断面は、管腔領域の芯線に略直交し、典型的には、Ａ面であ
る。典型的には、断面は、ステップＳ４において指定された断面画像の断面である。
【００４３】
　ステップＳ９が行われるとシステム制御部３７は、表示部３１に表示処理を行わせる（
ステップＳ１０）。ステップＳ１０において表示部３１は、ステップＳ９において生成さ
れた断面画像を即時的に表示する。従って、表示部３１は、従来に比して、高リアルタイ
ムで病変部候補領域に関する断面画像を表示することができる。
【００４４】
　ステップＳ１０が行われるとシステム制御部３７は、本実施形態に係る超音波検査を終
了する。
【００４５】
　次に、本実施形態に係る超音波検査の応用例について説明する。
【００４６】
　　［応用例１］
　上述の超音波検査において、複数の病変部候補領域が詳細に検査する病変部候補領域と
して指定され、３次元領域の走査領域が局所走査領域として決定された。しかしながら、
本実施形態はこれに限定されない。超音波プローブ３が電子走査型の場合、複数の病変部
候補領域に対応する複数の走査面が局所走査領域として決定されてもよい。この場合、一
つの病変部候補が一つの走査面に含まれても良いし、複数の病変部候補が一つの走査面に
含まれても良い。以下、応用例１に係る超音波検査について詳細に説明する。なお以下の
説明において、本実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し
、必要な場合にのみ重複説明する。
【００４７】
　複数の走査面が局所走査領域として決定された場合、走査条件決定部２９は、各走査面
について画像条件として視野深度、フォーカス位置、及びフレームレートを決定する。具
体的には、走査条件決定部２９は、各走査面に含まれる病変部候補領域のサイズに応じて
フレームレートを決定する。病変部候補領域のサイズとフレームレートとは予めテーブル
等で対応づけられているとする。走査条件決定部２９は、このテーブルを利用して病変部
候補領域毎にサイズからフレームレートを決定する。
【００４８】
　フレームレート等の画像条件が決定されると走査部３９は、複数の走査面を各走査面に
割り当てられたフレームレートに従って順番に切り替えながら超音波で走査する。画像生
成部２１は、複数の走査面にそれぞれに対応する複数のＢモード画像をリアルタイムで生
成し、表示部３１は、生成された複数のＢモード画像をリアルタイムで表示する。
【００４９】
　従って、応用例１によれば、超音波診断装置１は、病変部候補のサイズに応じてフレー
ムレートが決定することができるので、サイズが大きい病変部候補をより詳細に観察する
ことができる。
【００５０】
　　［応用例２］
　応用例２に係る超音波検査は、本実施形態に係る超音波検査をドラックデリバリーに応
用している。以下、応用例２に係る超音波検査について詳細に説明する。なお以下の説明



(11) JP 2013-99378 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

において、本実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、必
要な場合にのみ重複説明する。
【００５１】
　ドラックデリバリーは、超音波造影剤を利用して病変部に治療剤を投入する技術である
。超音波造影剤としては、治療剤が封入された気泡を含むものが利用される。超音波造影
剤を体内に投入した後、超音波により気泡を破壊することで病変部に治療剤を投入するこ
とができる。
【００５２】
　図６は、応用例２に係る超音波検査の流れの概略を示す図である。図６示すように、応
用例１においては、本実施形態と同様に、ステップＳ４において、透視投影像ＩＦに基づ
いて病変部候補領域ＲＣが検出される。そしてステップＳ５において、検出された病変部
候補領域ＲＣの中から詳細に検査する病変部候補領域ＲＣが選択される。以下の説明を具
体的に行うため、３つの病変部候補領域ＲＣ１，ＲＣ２，ＲＣ３が選択されたとする。
【００５３】
　図６に示すように、選択された病変部候補領域ＲＣ１，ＲＣ２，ＲＣ３について走査条
件決定部２９により走査条件が決定される。応用例１に係る走査条件は、超音波造影剤に
含まれる気泡を破壊するための条件である。以下、応用例１に係る走査条件を、造影剤破
壊条件と呼ぶことにする。造影剤破壊条件は、フラッシュ回数と音響パターとの少なくと
も一つを含む。フラッシュ回数は、気泡を破壊するための超音波の照射回数である。音響
パワーは、気泡を破壊するための超音波の音響パワーである。応用例２に係る走査条件は
、病変部候補領域の幾何学的情報に基づいて決定される。例えば、フラッシュ回数は、病
変部候補領域のサイズに応じて決定される。病変部候補領域のサイズが大きいほどフラッ
シュ回数は多く決定される。音響パワーは、病変部候補領域のサイズに応じて決定される
。病変部候補領域のサイズが大きいほど音響パワーが大きく決定される。なお、応用例２
においても走査条件決定部２９は、視野深度、フォーカス位置、及びフレームレート等の
画像条件を決定してもよい。
【００５４】
　決定された造影剤破壊条件は、ユーザに示すために、表示部３１により表示されるとよ
い。図７は、表示部３１により表示される造影剤破壊条件の表示例を示す図である。図７
に示すように、表示部３１は、病変部候補領域に関する断面画像を並べて表示している。
例えば、病変部候補領域（１）に関する断面画像Ｉ１、病変部候補領域（２）に関する断
面画像Ｉ２、及び病変部候補領域（３）に関する断面画像Ｉ３が並べて表示される。各断
面画像Ｉ１，Ｉ２，Ｉ３には、病変部候補領域ＲＣ１，ＲＣ２，ＲＣ３がそれぞれ表示さ
れている。表示部３１は、各断面画像Ｉ１，Ｉ２，Ｉ３に、病変部候補領域について決定
された造影剤破壊条件を並べて表示する。例えば、図７に示すように、造影剤破壊条件と
してフラッシュ回数が断面画像Ｉ１，Ｉ２，Ｉ３に並べて表示される。
【００５５】
　図６に示すように、ユーザは、表示された病変部候補領域ＲＣ１，ＲＣ２，ＲＣ３の中
から治療剤を投入する病変部に対応する病変部候補領域を、操作部３３を介して指定する
。選択部３３は、ユーザにより操作部３３を介して指定された病変部候補領域を、治療剤
の投入対象の病変部候補領域に指定する。走査条件決定部２９は、指定された病変部候補
領域に交差する断面を第２の超音波走査に関する走査面（局所走査領域）に設定する。
【００５６】
　そして、指定された病変部候補領域について、走査部３９により第２の超音波走査が行
われる。第２の超音波走査においては、本実施形態と同様の方法で決定された画像条件に
従って、局所走査領域が超音波で走査される。第２の超音波走査において画像生成部２１
は、Ｂモードデータに基づいて病変部候補領域に関するＢモード画像を即時的に生成する
。表示部３１は、生成されたＢモード画像を２Ｄリアルタイム表示モードで表示する。す
なわち、Ｂモード画像は、動画形式で即時的に表示される。この際、最注目する断面画像
（図６の場合、断面画像Ｉ１）のみが表示されてもよい。
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【００５７】
　ユーザは、Ｂモード画像により病変部候補領域を観察し、適切なタイミングで超音波造
影剤を被検体に注入する。超音波造影剤の注入後、所定のタイミングで造影剤破壊条件に
従って超音波が照射される。超音波の照射タイミングは、ユーザによる操作部３３を介し
て照射開始指示されたタイミングでも良いし、自動的に決定されたタイミングでもよい。
以下、照射タイミングが手動で決定される場合と自動で決定される場合とに分けて超音波
造影剤の破壊について説明する。
【００５８】
　自動タイミング：　超音波照射のタイミングは走査部３９の送受信制御部１５により決
定される。送受信制御部１５は、即時的に生成されるＢモード画像に含まれる画素の輝度
値に基づいてタイミングを決定する。走査面に超音波造影剤が流入することによりＢモー
ド画像に含まれる輝度値が高まる。モニタリング対象の複数の画素は、Ｂモード画像に含
まれる全ての画素でも良いし、操作部３３を介して設定された関心領域内の画素に限定さ
れてもよい。モニタリングにより、送受信制御部１５は、複数の画素の輝度値の統計値と
閾値とをＢモード画像毎に比較する。統計値は、複数の画素の輝度値の平均値、最大値、
最小値、及び中間値等が採用されるとよい。そして統計値が閾値よりも高くなったことを
契機として、送受信制御部１５は、送信部１１を制御し、造影剤破壊条件に従って超音波
を病変部に向けて照射する。
【００５９】
　手動タイミング：　ユーザは、Ｂモードを観察し、病変部に気泡が集まるまで待機して
いる。病変部に気泡が集まると判断した場合、ユーザは、操作部３３を介して照射開始指
示を入力する。送受信制御部１５は、照射開始指示が入力されたことを契機として、送信
部１１を制御し、造影剤破壊条件に従って超音波を病変部に向けて照射する。
【００６０】
　音響パワーとフラッシュ回数との両方が決定された場合、決定された音響パワーの超音
波が決定されたフラッシュ回数だけ所定の時間間隔で超音波プローブ１から照射される。
音響パワーのみが決定された場合、決定された音響パワーの超音波が超音波プローブ１か
ら照射される。この場合、フラッシュ回数は、ユーザにより操作部３３を介して決定され
ている。フラッシュ回数のみ決定された場合、決定されたフラッシュ回数だけ所定の時間
間隔で超音波プローブ１から照射される。この場合、音響パワーは、ユーザにより操作部
３３を介して決定されている。超音波走査条件に従って超音波が照射されると、気泡が破
壊され、気泡内の治療剤が病変部に投入される。
【００６１】
　以上で応用例２に係る超音波検査が終了する。
【００６２】
　上述の説明の通り、応用例２に係る超音波診断装置１は、透視投影像を利用して病変部
候補領域を検出し、検出された病変部候補領域の幾何学的情報に基づいて造影剤破壊条件
を決定している。そして超音波診断装置１は、決定された造影剤破壊条件に応じた超音波
を超音波プローブ３を介して送信することにより超音波造影剤内の気泡を破壊し、治療剤
を病変部の投入することができる。かくして、応用例２によれば、ドラックデリバリーの
効率が向上する。
【００６３】
　　［応用例３］
　応用例３においては、記憶部３５の超音波画像の効率的利用がなされる。以下、応用例
３に係る超音波診断装置１について説明する。なお以下の説明において、本実施形態と略
同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し、必要な場合にのみ重複説明す
る。
【００６４】
　超音波検査においては、生成された超音波画像は、基本的に全て記憶部３５に保存され
る。従って、超音波検査が長引くにつれて超音波画像の保存容量が多くなり、ついには記
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憶部３５の記憶容量の上限に達してしまう。記憶容量の上限に達した場合、新規の超音波
画像が記憶部３５に保存されなかったり、初めに保存された超音波画像に上書きされたり
してしまう。従って、超音波検査後に再び超音波画像を観察する場合、観察したい超音波
画像が記憶部３５に保存されていないという事態が発生する可能性がある。
【００６５】
　応用例３に係る超音波診断装置１は、このような事態を失くすため、図１に示すように
、削除部４１を有している。削除部４１は、操作部３３を介して病変部ではないと判断さ
れた画像を記憶部から削除する。これにより記憶部３５には臨床的に関心のある超音波画
像が優先して保存される。従って応用例３によれば、記憶部３５の記憶容量を効率良く使
用することができる。
【００６６】
　　［応用例４］
　応用例４においては、即時的に表示される断面画像の位置を明瞭にするため、ボリュー
ムデータのボリュームインジケータが表示される。以下、応用例４に係る超音波診断装置
１ついて説明する。なお以下の説明において、本実施形態と略同一の機能を有する構成要
素については、同一符号を付し、必要な場合にのみ重複説明する。
【００６７】
　図８は、表示部３１によるボリュームデータインジケータＩＧ１の表示例を示す図であ
る。図８に示すように、表示部３１は、詳細に検査する病変部候補領域に関する断面画像
ＩＤを即時的に表示する。断面画像ＩＤは、病変部候補領域に交差する超音波画像である
。この際、表示部３１は、断面画像ＩＤとともにボリュームインジケータＩＧ１を表示す
る。ボリュームインジケータＩＧ１は、広域走査領域または局所走査領域を模した画像で
ある。ボリュームインジケータＩＧ１には、表示中の断面画像ＩＤの走査領域における位
置を示すインジケータＩＧ２が強調して表示される。インジケータＩＧ２は、表示部３１
により、ボリュームインジケータＩＧ１に位置整合して重ね合わされる。これにより、表
示中の断面画像ＩＤの位置をユーザに提示することができる。
【００６８】
　　［効果］
　上述の通り、本実施形態に係る超音波診断装置１は、病変部候補検出部２５、走査条件
決定部２９、走査部３９、画像生成部２１（または３次元画像処理部２３）、及び表示部
３１を有している。病変部候補検出部２５は、被検体の管腔を有する生体器官を包含する
３次元領域に関する透視投影像に含まれる管腔内壁領域の形状に基づいて管腔内壁領域に
存在する病変部候補領域を検出する。走査条件決定部２９は、検出された病変部候補領域
を対象とした、３次元領域よりも狭い走査領域を決定する。走査部４１は、決定された走
査領域を前記超音波プローブを介して超音波で走査する。画像生成部２１または３次元画
像処理部２３は、超音波プローブ３からのエコー信号に基づいて走査領域における超音波
画像のデータを生成する。表示部３１は、生成された超音波画像を表示する。
【００６９】
　上記構成により、超音波診断装置１は、透視投影像を利用して病変部候補領域を検出し
、検出された病変部候補領域に限定して超音波を走査し、病変部候補領域に関する超音波
画像を即時的に表示することができる。従って、ユーザは、病変部候補領域に関する超音
波画像を即時的に観察することができる。
【００７０】
　かくして、本実施形態によれば、管腔内の病変部位の超音波検査の効率の向上を可能と
する超音波診断装置及び超音波診断プログラムを提供することが実現する。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
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要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００７２】
　１…超音波診断装置、３…超音波プローブ、５…コンピュータ装置、１１…送信部、１
３…受信部、１５…送受信制御部、１７…Ｂモード処理部、１９…ドプラモード処理部、
２１…画像生成部、２３…３次元画像処理部、２５…病変部候補検出部、２７…選択部、
２９…走査条件決定部、３１…表示部、３３…操作部、３５…記憶部、３７…システム制
御部、３９…走査部、４１…削除部

【図１】 【図２】
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